
提

出

者

阿

部

知

子

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
提
出

質

問

第

四

七

号

診
療
報
酬
請
求
の
適
正
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
監
査
と
個
別
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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診
療
報
酬
請
求
の
適
正
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
監
査
と
個
別
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
医
療
機
関
に
対
す
る
保
険
請
求
上
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
に
、
「
監
査
」
と
「
個
別
指
導
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
監
査
の

結
果
、
医
療
機
関
の
誤
請
求
、
あ
る
い
は
過
剰
診
療
、
不
正
請
求
な
ど
の
発
覚
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
へ
の
返
還
の
必
要
が
生

じ
た
場
合
、
そ
の
返
還
シ
ス
テ
ム
に
相
違
が
あ
る
。
前
者
で
は
返
還
シ
ス
テ
ム
が
通
達
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
そ

の
通
達
ど
お
り
返
還
が
行
わ
れ
て
お
れ
ば
問
題
は
な
い
。
一
方
後
者
で
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
為
、
被
保
険

者
は
本
来
返
還
さ
れ
る
べ
き
金
額
が
返
還
さ
れ
て
い
な
い
。
又
、
レ
セ
プ
ト
が
減
額
査
定
さ
れ
た
場
合
の
被
保
険
者
へ
の
返
還

に
つ
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

一

平
成
十
二
年
度
の
「
監
査
」
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
に
返
還
す
べ
き
と
さ
れ
た
政
府
管
掌
保
険
、
国
民
健
康
保
険
、
組
合

健
康
保
険
別
の
、
件
数
及
び
金
額
、
実
際
の
返
還
件
数
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か

ど
う
か
を
述
べ
よ
。
又
、
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
被
保
険
者
に
返
還
す
べ
く
「
通
知
」
を
し
て
い
な
い
保
険
者
が
あ
れ

ば
、
保
険
者
名
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

二

「
個
別
指
導
」
に
よ
っ
て
被
保
険
者
（
患
者
）
へ
の
過
払
い
分
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
患
者
が
そ
れ
を
知
る
方
法
、

国
民
が
過
払
い
分
の
返
還
を
求
め
る
方
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
せ
よ
。

一



三

「
個
別
指
導
」
に
関
し
て
、
被
保
険
者
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
ル
ー
ル
を
厚
生
労
働
省
は
、
い
つ
頃
ま
で
に
、
ど
の
よ
う
な

方
向
で
検
討
す
る
の
か
明
ら
か
に
せ
よ
。

四

被
保
険
者
（
患
者
）
が
自
分
の
レ
セ
プ
ト
を
見
て
減
額
査
定
さ
れ
て
い
た
場
合
、
「
医
療
機
関
で
過
払
い
の
返
還
を
受
け

る
ま
で
の
ル
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
作
り
に
着
手
す
る
」
と
、
四
年
前
の
厚
生
省
は
国
会
答
弁
し
た
。
そ
の
後
の
進
捗
状
況
を
明

ら
か
に
せ
よ
。

五

被
保
険
者
（
患
者
）
の
自
己
負
担
分
に
一
万
円
以
上
の
過
払
い
が
生
じ
た
場
合
、
保
険
者
か
ら
被
保
険
者
へ
通
知
す
る
と

し
た
シ
ス
テ
ム
は
、
保
険
者
間
の
話
し
合
い
で
ル
ー
ル
化
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
は
ど

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
。
又
、
平
成
十
、
十
一
、
十
二
年
度
に
お
け
る
通
知
件
数
を
政
府
管
掌
保
険
、
国
民
保
険
、

組
合
保
険
別
に
明
ら
か
に
せ
よ
。
更
に
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
年
度
の
全
レ
セ
プ
ト
件
数
に
対
し
て
何
％
で
あ
る
の
か

も
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
の
結
果
の
妥
当
性
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
述
べ
よ
。

右
質
問
す
る
。

二


